
 
特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款 

 
（約款の趣旨） 
第１条　この約款は、申込者が租税特別措置法第37条の11の６第１項に規定す

る源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受ける
ために当行に開設された特定口座（源泉徴収選択口座に限ります。）におけ
る上場株式配当等の受領について、同条第４項第１号に規定される要件及び
当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。 

 
（源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲） 
第２条　当行は申込者の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定

においては、当行の特定口座で受入れた上場株式等の配当等で当行により所
得税が徴収されるべきもの（租税特別措置法第37条の11の３第３項第２号
に規定する上場株式等保管委託契約に基づく特定保管勘定で管理されている
特定口座内保管上場株式等に係る配当等に限る。）のみを受入れます。 

２　当行が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当行が当該上
場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちに申込者に交付
するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上
場株式配当等勘定に受入れます。 

 
（源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出） 
第３条　申込者が租税特別措置法第37条の11の６第１項に規定する源泉徴収選

択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、支
払確定日までに、当行に対して租税特別措置法第37条の11の６第２項及び
同法施行令第25条の10の13第２項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等
受入開始届出書」を提出しなければなりません。 

２　申込者が租税特別措置法第37条の11の６第１項に規定する源泉徴収選択口
座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、事前に
当行に対して申込者が特定口座源泉徴収選択届出書を提出し源泉徴収を選択
していることが条件となります。 

３　申込者が租税特別措置法第37条の11の６第１項に規定する源泉徴収選択口
座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合
には、支払確定日までに、当行に対して租税特別措置法第37条の11の６第
３項及び同法施行令第25条の10の13第４項に規定する「源泉徴収選択口座
内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません。 

４　当行は申込者から源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書をご提出いただ
いたときは、当行システムへの入力日を提出日とし、提出日以降（提出日を
含む）に支払の確定する配当を源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式
配当等勘定に受入れます。 

５　当行は申込者から源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書をご提出いただ
いたときは、当行システムへの入力日を提出日とし、提出日以降（提出日を
含む）に支払の確定する配当から源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株
式配当等勘定への受入れを終了します。 

 
（特定上場株式配当等勘定における処理） 
第４条　源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、

源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定（上場株式等の配当
等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うため
の勘定）において行います。 

 
（所得金額等の計算） 
第５条　源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法第37条

の11の6第6項及び関連政省令の規定に基づき行われます。 
 
（契約の解除） 
第６条　次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。 
　①　申込者から当行に対して租税特別措置法施行令第25条の10の７第１項に

規定する特定口座廃止届出書の提出があったとき 
　②　租税特別措置法施行令第25条の10の７第３項に規定する特定口座廃止届

出書の提出があったものとみなされたとき 
　③　申込者が出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当

しないこととなった場合で、租税特別措置法施行令第25条の10の５第１の
規定により特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき 

　④　申込者の相続人から租税特別措置法施行令第25条の10の８に定める特定
口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき 

 
（合意管轄） 
第７条　申込者と当行との間のこの約款に関する訴訟については、当行本店又は

支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当行が管轄裁判所を指定できるも
のとします。 

 
（約款の変更） 
第８条　この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたとき

に改定されることがあります。なお、改定の内容が、申込者の従来の権利を
制限する若しくは申込者に新たな義務を課すものであるときは、その改定事
項を通知します。また、上記にかかわらずその内容が軽微である場合には当
行ホームページ等への告知に代える場合があります。この場合、所定の期日
までに異議の申立がないときは、その変更に同意したものとします。 

 
 
（附則） 
この約款は2011年1月1日より適用されます。 
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